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１ 目的と背景  

地球温暖化の防止、生物多様性の保全など環境保全機能のほか、水源かん養、土砂

の流出の防止、震災による火災時の延焼防止、健康増進など多様な公益的機能を有し

ている森と緑に対する県民の関心も高まっている中、本県には、三河山間部を中心と

する森林、名古屋圏を中心とする都市の緑、その中間に位置する里山林と、様々な形

で守るべき森と緑が存在しているが、近年、手入れなどが進まない森林、里山林の増

加や都市の緑の減少・喪失に伴う公益的機能の低下が危惧されている。 

  こうしたことから、森や緑を整備・保全し次世代へ引き継ぐための新たな仕組みを

検討するため、平成１８年５月に「森と緑づくり税制検討会議」を設置し、本県の森

と緑の現状を踏まえて、これからの森と緑づくりのための新たな施策とその費用負担

の在り方について検討した。 

  その結果、森林（人工林）、里山林、都市の緑をバランス良く整備･保全していくた

めの新たな施策を進めることが必要であり、その推進にあたっては、多くの県民の方

が様々な形で参加できる工夫を施すとともに市町村とも十分に連携をしていくこと

が必要であるとされた。また、新たな施策の財源としては、薄く広く負担していただ

く県民税均等割の超過課税方式を採用することが適当であり、県民、事業者等の十分

な理解が必要であるとされた。このことを受けて、平成２０年３月に「あいち森と緑

づくり税条例」と「あいち森と緑づくり基金条例」を制定し、あいちの森と緑づくり

に取り組むこととした。 

あいちの森と緑づくりは、手入れが行き届かない人工林の間伐、放置された里山林

の整備･保全及び都市部における貴重な緑地の保全･創出に加え、県民参加による森や

緑の保全活動や環境学習などの取り組みを効果的かつ計画的に推進し、「山から街ま

で緑豊かな愛知」の実現を目指し、持続可能な循環型社会づくりにつなげていくもの

で、本計画は、こうした目的を達成するために、有識者等で構成する「あいち森と緑

づくり委員会」の意見をお聴きして策定した。 

  なお、関係機関との連携、県民の理解と協力のもとに事業を実施することとし、社

会情勢の変化等を踏まえ、必要に応じて見直し、よりよい本県の森や緑づくりにつな

がるよう努めていくこととする。 
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２ 森と緑の重要性 

森林は、人々の生活や環境を支える様々な機能を有しているが、それを大きく分け

ると、木材やきのこなどの林産物を供給する経済的機能と、自然環境を保全したり、

災害を防止したりする公益的機能とに分けられる。 

かつて、林業が経営的に成り立ち木材生産が盛んに行われていた時代には経済的機

能が重視されていたが、近年では、台風、集中豪雨等による水・土砂災害の多発や地

球温暖化問題等もあって、森林の公益的機能に対する社会的な関心（期待）が高まっ

ている。 

［森林の公益的機能］ 

生物多様性保全 
多くの野生動植物の生息・生育の場となるなど、遺伝子や生物

種、生態系を保全する 

地球環境保全 
二酸化炭素の吸収等により、地球温暖化を緩和するとともに、

地球の気候を安定させる 

土砂災害防止 

土壌保全 

森林の下層植生や落枝落葉が地表の侵食を抑制するとともに、

森林の樹木が根を張り巡らすことによって土砂の崩壊を防ぐ 

水源かん養 

森林の土壌が、降水を貯留し、河川へ流れ込む水の量を平準化

して洪水、渇水を緩和するとともに、雨水が森林土壌を通過す

ることにより、水質を浄化する 

快適環境形成 

蒸発散作用等により気候を緩和するとともに、防風や防音、樹

木の樹冠による塵埃の吸着、ヒートアイランド現象の緩和など

により快適な環境形成に寄与する 

保健・レクリエーシ

ョン 

フィトンチッドに代表される樹木からの揮発性物質により直

接的に健康を増進させたり、行楽やスポーツの場を提供する 

文化 
森林の景観が行楽や芸術の対象として人々に感動を与えたり、

日本人の自然観の形成に寄与する 
参考）日本学術会議「地球環境・人間生活にかかわる農業及び森林の多面的な機能の評価について（答申）」

（平成 13年 11 月）  

  
［森林の公益的機能の評価額］                  （億円／年） 

機 能 の 種 類 全 国 愛知県 

二酸化炭素吸収 １２，３９１ １３６ 

表面浸食防止 ２８２，５６５ ２，５０８ 

表層崩壊防止 ８４，４２１ ７４９ 

洪水緩和 ６４，６８６ ６７７ 

水資源貯留 ８７，４０７ １，２１７ 

水質浄化 １４６，３６１ １，９４６ 

化石燃料代替 ２，２６１ １１１ 

保健・レクリエーション（うち保養） ２２，５４６ ２００ 

合    計 ７０２，６３８ ７，５４４ 

参考）１ 日本学術会議「地球環境・人間生活にかかわる農業及び森林の多面的な機能の評価に

ついて（答申）」（平成 13年 11月） 

２ 愛知県農林水産部資料 

また、都市の緑は、人々に潤いと安らぎを与えてくれるとともに、環境の改善に資
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する身近で貴重な自然であり、都市の安全性を高めたり、美しいまちづくりを進める

上でも重要な役割を果たしている。 

特に近年では、ヒートアイランド現象の緩和、生物多様性の保全などの環境改善機

能や地震発生時の防災機能の発揮が期待されている。 

［都市の緑の公益的機能］ 

都市環境の改善 

地球温暖化の防止やヒートアイランド現象の緩和、汚染物質の

吸収・吸着による大気浄化、騒音・振動の防止等に寄与すると

ともに、生物の生息地や移動の回廊となるなど都市における生

物の多様性を保全する 

都市の安全性・防災

性の向上 

震災時における避難路や避難場所等の安全性を高めるととも

に、火災による延焼や崖崩れを防止したり、雨水の浸透・保水

により、水害防止に寄与する 

美しい都市景観の形

成 

都市景観に潤いと美しさをもたらすとともに、地域の自然条件

や歴史・文化に応じた個性的な景観の形成に寄与する 

安らぎやレクリエー

ションの場の提供 

人々に安らぎや豊かさ、季節感を与えたり、都市生活の中で生

き物や自然にふれあう場を提供する 

 

森林や都市の緑が発揮する公益的機能の恩恵は、広く県民全体が享受しているもの

であり、森林や都市の緑は県民共有の貴重な財産である。 

しかし、現在では、手入れ不足の人工林や利用されなくなった里山林の増加、開発

等による都市の緑の減少、喪失により、その公益的機能の低下が危惧されている。 

こうした森林や都市の緑は、人の手を加えなければ機能の維持向上が難しく、また

いったん低下した機能を短期間で回復することは困難である。 

今こそ、森と緑の重要性を再認識し、県民全体でそれを守り育てていくための仕組

みづくりに積極的に取り組んでいく必要がある。 
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    人工林 

天然林

三河部

尾張部

３ 森と緑の現状と新たな施策展開の方向 

（１）森林(人工林) 

ア 現状と課題 

愛知県の森林面積は約２２万 ha で、県土の４３％を占めており、その多くは三

河部に分布している。 

森林のうち、国有林を除く民有林は２０万８千 ha で、そのうち人工林が１３万

２千 ha を占めており、人工林率は全国平均の４６％を大きく上回る６４％となっ

ている。このように人工林率が高いことが愛知県の森林の特徴の一つとなっている。 

 

[愛知県の森林（民有林）の分布状況] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考）愛知県農林水産部資料 

 

人工林は、植栽から伐採まで非常に長い年月を必要とするが、その間、樹木の成

長にあわせて適期に手入れを行っていく必要がある。 

愛知県の人工林の大半を占めるスギ・ヒノキ人工林は、戦後から盛んに造林が行

われてきた結果、１６年生から６０年生が多くを占め、作業の中心は間伐となって

いる。 
 

［本県のスギ・ヒノキ人工林の林齢構成］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   参考）愛知県「平成 16 年度愛知県林業統計書」 
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［人工林作業の概要］ 

作業の種類 時期 内        容 

地ごしらえ 植栽前 
植栽する前に、植え付け場所に残った材や枝などを整理する作

業 

植栽 － 林地に目的樹種の苗木を植え付ける作業 

下刈り 1～5 年 
植栽木が健全に成長するために、他の草や低木を刈りとり被圧

を防止する作業 

つる切り 適宜 
稚樹の幹等に絡みつき、幹折れや幹曲がりの原因となるつるを

取り除く作業 

除伐 6～15 年 育成の対象となる樹木の生育を妨げる他の樹木を切り払う作業 

間伐 16～60 年
除伐後に行う作業で、森林を健全に成長させるため、樹木の混

み具合に応じて密度を調整するために伐採（間引き）する作業 

 

現在、今後１５年間に最低限１度は間伐が必要な森林は約７万２千 ha(スギ・ヒ

ノキ人工林の６５％)あり、これを単純に平均すると年間４千８百 ha の間伐が必要

となる。 

ところが、木材価格の低迷などによる林業の採算性の悪化等により、これまで森

林整備を主体的に担ってきた森林所有者の経営意欲が衰えたことなどから、手入れ

不足の人工林が増えている。 

 

  ［木材価格と林業労働者賃金の推移］     ［林業産出額、素材生産量の推移］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考）林野庁「農林水産統計年報」（全国数値）    

 

間伐は、優良な木材を生産するための作業であるだけでなく、森林の公益的機能

を発揮させる面からも非常に重要な作業であり、計画的に実施して健全な状態を維

持していくことが必要である。 

このため、現在、国・県の補助による造林事業や県が行う治山事業、その他市町

村事業や水源基金事業等により、関係者が一体となって間伐の推進に取り組んでい

る。 

しかし、森林所有者の自助努力と行政の支援で森林整備を支えるこれらの既存施

策では、所有者の経済的負担が発生するため、林道から遠い奥地などの採算の合わ
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ない森林や不在村者が所有する森林では、間伐が進まない傾向がある。 

 

このため、毎年間伐必要面積の約３分の２にあたる３千 ha 程度しか実施されて

いないのが現状である。 

このままでは、間伐の遅れが原因で下層植生の衰退した不健康な人工林が増え、

土砂の流出防止や水源のかん養、二酸化炭素の吸収など、森林の持つ公益的機能が

低下し、将来的には県民生活にも大きな影響を及ぼすことが懸念されている。 

 

［間伐が必要な森林］             ［間伐が行われた森林］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特に現在では、地球温暖化の防止に向けて閣議決定された「京都議定書目標達成

計画」（平成１７年４月、平成２０年３月全部改定）の達成が、国をあげて取り組

むべき大きな課題となっている。 

この計画では、森林による温室効果ガスの吸収量を、京都議定書の基準年度の温

室効果ガス排出量の約３．８％を確保することとしており、これを実現するために

は、本県においても、現在手入れ不足となっている森林の間伐を早急に進めていく

ことが必要となっている。 

 

イ 新たな施策展開の方向 

林道沿いなど、林業活動による整備が期待される森林については、機械化の推進

や木材利用の促進等、林業の活性化に向けた取組も含めた既存施策をより積極的に

展開し、これまでどおり林業活動の中で間伐を推進していく。 

一方、不在村者が所有する森林を含め、採算が合わないなどの理由で林業活動で

は整備が困難な森林については、公益的機能の発揮を重視した森林として、全額公

費による整備を進めるための新たな施策を講じていく。 

具体的には、奥地や公道･河川沿い等の人工林に対し、強度な間伐等を実施する

ことで、自然植生の導入を図って針広混交林へ誘導するなど、現地の特性に合わせ、

維持管理に手間がかからず、かつ、水源のかん養、土砂の流出防止等の公益的機能

を十分に発揮する森林へ誘導していくこと、また、こうした新たな森林整備を行う

上で必要となる人材の養成や作業路の整備などについても、併せて進めていく。 

なお、こうした新たな施策の実施にあたっては、一定期間の皆伐や他の用途への

転用を防止し、健全な森林として保全されるよう、森林所有者との協定締結などの

措置を講じていく。 
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（２）里山林 

ア 現状と課題 

かつて里山林は、農業や日常生活に必要な薪炭材や竹、落葉の採取などのために

継続的に利用されることで維持管理されてきた。しかし、化石燃料や化学肥料の利

用拡大とともに、里山林は地域住民の生活から切り離され利用されることが少なく

なったため、立ち入りにくいほど樹木が覆い茂り、枯損木の発生や竹林の侵入が目

立つようになっている。 

また、都市部に近い里山林は、住宅地などへの転用による減少にもいまだ歯止め

がかかっておらず、依然減少傾向にある。 

一方で、森林環境学習や健康づくりの場、生物多様性の保全等の観点から、里山

林の価値が再認識されており、ボランティア団体などによる里山林整備(樹木の除

伐や竹林整備など)が見られるようになってきたが、その活動範囲は限られている。 

 
    ［放置された里山林の状況］       ［ボランティアによる里山林整備の活動例］ 

                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県においては、これまで里山保全活動を促進する里山保全アドバイザーの養成、

治山事業による生活環境保全林事業などに取り組んでいる。 

また、愛知万博の原点である海上の森において、「あいち海上の森センター」を

整備し、里山に関する学習・交流や人材の育成等の拠点づくりを進めるとともに情

報発信を行い、県内の里山林整備の取組みを促進することとしている。 

 

［あいち海上の森センター］       ［プログラム：「海上の森ツアー」］ 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、生活と関わりの薄れた都市近郊の里山林には、依然として放置されたと

ころが多く、このままでは地域住民の生活環境の保全や災害の防止、生物多様性保
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全などの公益的機能の発揮に支障をきたすことが懸念されている。 

また、里山林に求められている新しいニーズに応えていくための取組も必要とな

っている。 

イ 新たな施策展開の方向 

里山林の持つ生活環境の保全や災害の防止、生物多様性の保全などの公益的機能

を十分に発揮させるとともに、森林環境学習での活用など新しいニーズに応えてい

くためには、既存の施策の推進に加え、新たな視点による施策展開が必要である。 

具体的には、地域の特性や多様なニーズに応じ、県民や地域との協働によるモデ

ル的な里山林整備等に各地で取り組むとともに、その状況によっては、公有林化に

よる保全を図っていく。 

また、自発的に保全活動に取り組むボランティア団体等に対する支援にも取り組

み、一層の活動促進を図る。 

さらに、樹木が覆い茂ったり、枯損木の発生や竹の侵入が著しく、このまま放置

が進むと健全な状態に回復することが困難となっている里山林の再生に取り組む

とともに、集落や公共施設の周辺では、防災機能向上のための整備や簡易防災施設

の設置などにも取り組んでいく。 

 

［新たな施策の対象となる里山林のイメージ］ 

 

                       【現状の施策】 

 

              

                                     情報発信等 

                         
                            【新たな施策】 
 

 

 

 

                    

 

※ここでは、都市部に隣接した地域の天然林、竹林を里山林としている。 

 

 

 

天 

然 

林 

76 

千 

ha 
奥 

山 

林 

42 

千 

ha 

※

里 

山 

林 

34 

千 

ha 

保  安  林  

10 千 ha 
治 山 事 業 

 

普 通 林 

24 千 ha 

あいち海上の森センター 

・多様なニーズに応じ県民や地域と協働した取組 

・保全のための公有林化 

・ボランティアの活動促進 

・里山林の健全化や防災機能の向上 
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（３）都市の緑 

ア 現状と課題 

都市の緑は、県民が快適に、安全で、健康的な都市生活を営む上で非常に重要な

ものである。 

国の社会資本整備審議会の報告(平成１４年)によると、ゆとりと潤いにあふれる

都市として望ましいとされる緑地の整備水準は、市街地の概ね３０％以上とされて

いる。 

現在、都市緑化を推進し残された緑を保全するための施策として、都市公園や道

路の整備事業の他、学校などの公共施設の緑化事業等の取組みが行われている。 

それらの施策の効果もあり、公共空間における緑については、県内の都市公園は、

平成２年から平成１７年の１５年間に約１千６百 ha 増加し、国、県及び名古屋市

が管理する道路の街路樹は、平成１２年から平成１７年の５年間で２００万本近く

増えるなど、年々着実に増加している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         参考) 愛知県「平成 17 年度愛知県都市公園現況調査」 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          参考） 愛知県「平成 18年度 愛知県建設部道路維持課調査」 

※１：中部地方整備局、愛知県及び名古屋市管理の道路 

※２：高木の他、中・低木も含む。 

 

 

都市公園の供用面積

3143
3923 4349 4785

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

平成２年 平成７年 平成１２年 平成１７年

（単位:ha）

［県内の都市公園面積の推移］ 

街路樹の本数

7825
9802

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

平成１２年 平成１７年

（単位：千本）

［街路樹の本数の推移］ 

-9-



 

 

しかし、都市の緑全体の現状を見ると、県全体の市街地の緑被率は、平成１６年

では約２０％であり、約１０年間で 1ポイント程減少している。また、名古屋市で

は平成１７年での緑被率は約２５％で、１５年間で約５ポイント減少している。望

ましいとされる３０％と比べて十分でない都市の緑は、今後もさらに減少すること

が予想される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      参考） 愛知県「平成 17 年度 愛知県広域緑地計画基礎調査」 

 

都市の緑の現況は、公園や街路樹など公共施設における緑の量は増えてきている

が、全体としては減少しており、市街地の多くの部分を占める民有地の緑が減少し

ていることが認められる。民有地は、市街地の約３分の２を占めており、この民有

地の緑を保全し、増やしていくことが都市の緑を確保する上で特に重要である。 

 

こうした中、既存施策の、民有地緑化に対する助成や樹林地保全のための制度は

十分ではなく、所有者の負担増などからその活用が十分に進んでいない状況にある。

特に、新たな緑化余地の少ない既成市街地では、駐車場や建築物の屋上、壁面等に

おける緑化が重要であるが、これを強力に進める施策がないのが現状である。 

また、公園整備は計画的に進められているが、密集市街地に主として防災上必要

となる小規模な公園緑地を整備する効果的な施策がなく、その整備が進んでいない。 

さらに、道路の緑は、街路樹や植栽帯として整備されているが、現行の施策は道

路整備に主眼がおかれ、ややもすると街全体の景観形成に資する美しい並木の創出

には至っていない状況にある。 

 

イ 新たな施策展開の方向 

 緑がもつ環境改善や防災機能、景観形成、安らぎやレクリエーションの場の提供

などの公益的機能を高めるために、都市の緑の保全、創出をより一層進めていかな

ければならないが、市街地で大きなウェートを占める民有地における緑の保全と創

［市街化区域の緑被地と緑被率の推移（全県）］ 

※緑被地：ここでは、樹木、芝・草等被覆された土地、農地及び水面を緑被地として算出。 

市街化区域の緑被率の推移

20.8 20.1

7.6 7.1

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

Ｈ４年 Ｈ１６年

（％）

緑被率

樹林地率

 

 

市街化区域の緑被地の推移

22,657 22,326

8,272 7,922

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Ｈ４年 Ｈ１６年

面積(ha)

緑被地

樹林地
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出を促進していくことが不可欠である。 

 具体的には、都市に残された民有の貴重な樹林地について、開発による消失を防

ぐために公有地化することにより積極的に保全を図る施策や、民有地における敷地

や屋上・壁面などの緑化を促進するための有効な支援を行う。 

 また、特に緑の少ない密集市街地においては、環境を改善し防災性を向上させる

ため、小規模な公園整備を促進する施策や、都市の顔となる地区において景観形成

に資する美しい並木を創出していく。 

 

   これらの施策を進めるにあたっては、特に緑の少ない地区や都市の顔となる地区

において重点的に緑化を進め、新たにまとまりのある緑の空間を創出していく。 

 

 また、都市の緑化を促進するためには、行政だけでなく、県民参加による緑化推

進の必要性を、広く県民に理解していただくことが大切である。そのために、新た

な普及啓発活動や、住民や事業者等の主体的な緑化活動に対する有効な支援策を行

っていく。 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［県民参加による都市緑化を推進する］ 

 

 

［都市に残された貴重な樹林地を保全する］ 

 
［緑が少ない地区において公園を整備し都市

の防災性の向上を図る］ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

※阪神・淡路大震災時に、緑が延焼を防止した。

（大国公園、兵庫県神戸市長田区） 

［都市の顔となる地区で緑を重点的に整備する］

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・民有地における屋上や敷地の緑化を促進する。 

 ・美しい並木を創出する。 
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（４）環境学習の推進等 

 ア 現状と課題 

  森と緑は、地球温暖化の防止、生物多様性の保全など環境保全機能のほか、水源

かん養、土崩れの防止など多様な公益的機能を有している。県政世論調査結果によ

れば、特に近年の地球温暖化問題への関心の高まりを背景に、二酸化炭素の吸収や

気候の安定化などの地球温暖化防止機能の重要性への認識が高まっている。 

  一方、本県では２０１０年の生物多様性条約第１０回締約国会議（ＣＯＰ１０）

の開催が決定し、その開催地にふさわしい地域づくりが求められている。 

こうした中、森と緑が持つ公益的機能の重要性への認識が高まりをみせるととも

に、森と緑づくりへの関わりについては、積極的に関わりたい、何らかの形で関わ

りたい、ないしは関わってもよいと考える県民の割合は６割を超えている。森や緑

づくりへの関心を持っている人々の潜在的な力を活用して、県民、NPO、行政が連

携した、参加型の保全活動や体験型の環境学習といった、森と緑づくりに身近で参

加できる仕組みづくりが求められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森や緑の重要な機能に関する県民意識 

地球温暖化防止機能（二酸化炭素の吸収、気候
の安定化など）

災害防止機能（洪水、土砂くずれの防止）

水源かん養機能（河川流量の安定化、渇水の緩
和など）

大気浄化、騒音緩和機能（植物による汚染物質
の吸収など）

ヒートアイランドの緩和機能

生物多様性機能（野生動植物の生息、遺伝資源
の保存）

美しい都市景観の形成機能

保健休養、レクリエーション機能（キャンプ、オリ
エンテーリング、森林浴、エコツアーなど）

都市の安全性、防災性の向上機能（避難路、避
難場所、延焼防止）

木材等の生産機能

その他

わからない

無回答 1.5

4.6

1.0

15.0

20.8

21.7

25.7

36.4

44.8

45.2

47.5

56.0

70.5

0 20 40 60 80 (%)

件数＝1,837
参考）愛知県「平成 20年度県政世論調査結果」
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イ 新たな施策展開の方向  

   森林、里山林、都市の別を問わず、緑を健全に整備・保全する取組を社会全体で

進めるためには、森と緑のもつ公益的機能の重要性について、県民の理解や関心を

いっそう高めるとともに、行政だけでなく、NPO やボランティア団体等の多様な主

体が参加し、地域において幅広く協働しながら取り組んでいくことが重要である。

さらに、COP１０を契機とした地域づくりを進める上でも、とりわけ森と緑が有す

る生物多様性の保全に果たす役割の重要性に対する県民の認識を高めていくこと

が求められる。 

   こうしたことから、森と緑を県民共有の財産として社会全体で守り、支えるとい

う機運を醸成するため、市町村や NPO など多様な主体に対し、森と緑について、保

全のための自発的な活動や環境学習に関する取組の促進が図られるよう支援を行

っていく。 

   また、間伐材の積極的な活用を進めるなどして、木材利用が森林整備の促進に貢

献することへの理解を深め、県民全体で森林を支える気運を盛り上げることも行っ

ていく。 

 

[学校における木製机・椅子の導入例] 
[小中学校における「緑のカーテン」の設置 

による環境学習の例] 

無回答
1.5%

関わってもよい
35.1%

わからない
18.4%

関わりたくない
6.8%

あまり関わりたくな
い
12.7%

何らかの形で関わ
りたい
22.5%

積極的に関わりた
い
2.9%

件数＝1,837

関わりたい
25.4%

関わりたくない
19.5%

関わってもよい
60.5%

森や緑づくり活動への参加の意向 

参考）愛知県「平成 20年度県政世論調査結果」
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４ あいち森と緑づくり事業の概要 

（１）概要 

森と緑の持つ様々な公益的機能の発揮のため、平成２１年度から「あいち森と緑

づくり税」を導入し、その税収等により、森林、里山林、都市の緑を整備保全する。 

 

（２）事業計画期間 

   平成２１年度から１０年間（税期間は平成２１年度から５年間） 

 

（３）事業の進め方 

○使途の明確化 ・あいち森と緑づくり基金を設置し、税収等を管理 

        ・あいち森と緑づくり基金条例により、使途を森と緑づくりに関

施策に限定 

○透明性の確保 ・有識者、活動団体代表、県民代表(公募委員)により構成される

あいち森と緑づくり委員会の設置  

・事業計画、事業の進捗、事業の成果の積極的公開 

○県 民 参 加  ・地域の意向や県民参加による里山林、都市の緑の整備、植樹 

                  ・都市と山村との交流 

 

（４）事業の内容 

総事業費 220 億円（10 年間） 

分  野 

（事業費） 
事 業 名 事業概要 

人工林整備事業 ・奥地、公道･河川沿い等の森林の間伐 森林整備 

（110億円） 
森林整備技術者養成事業 ・技術者養成のための技能講習、実地研修等

里山林再生整備事業 ・里山林再生のための除間伐と簡易土留柵等里山林整備 

（30億円） 
身近な里山林整備事業 ・地域住民、団体等による保全活用を前提と

したモデル的整備、市町村有林化 

・放置された里山林の整備 

・市街化区域等の民有樹林地の市町村有地化

及び緑地整備 

・民有地の敷地及び屋上、壁面等の緑化 

・公共施設の沿道等の街路樹の植替え等 

都市緑化 

（60億円） 

都市緑化推進事業 

・県民参加の都市緑化活動 

環境活動・学習推進事業 ・多様な主体による環境保全活動・環境学習

活動 

環境学習の

推進等 

（20億円） 木の香る学校づくり推進 

事業 

・公立小中学校の学習机・椅子に愛知県産木

材製品を導入 
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５ あいち森と緑づくり事業計画 

（１）人工林整備事業 

  ア 趣旨 

    森林は土砂災害の防止、水源のかん養、地球温暖化防止機能など多くの公益的

機能を有している。本県でも森林の６４％を占める人工林は、植栽から伐採まで

非常に長い年月を必要とし、その間、樹木の成長にあわせて適期に手入れを行っ

ていく必要がある。しかし、近年は木材価格の低迷などによる林業採算性の悪化

等により、これまで森林整備を主体的に担ってきた森林所有者の経営意欲が衰え

たことなどから手入れ不足の人工林が増えており、このままでは森林の持つ公益

的機能が低下し、県民生活に大きな影響を及ぼすことが危惧されている。このた

め、森林所有者では整備が困難な森林を公的に整備することにより、森林の有す

る公益的機能を継続的に発揮し、県民の安全、安心、快適な生活に資することを

目的とする。 
    具体的には、林業活動では整備が困難な奥地や作業が困難な公道･河川沿い等

の人工林に対し、強度な間伐等を実施することにより、自然植生の導入を図り、

針広混交林へ誘導するなど、現地の特性に合わせ、維持管理に手間がかからず、

かつ、将来にわたって水源のかん養、土砂の流出防止等の公益的機能を十分に発

揮する森林へ誘導する。 
    また、整備により発生する間伐木については、できるだけ有効利用が図られる

ように働きかけていく。 
 

イ 事業内容  

区分 事業対象地 内 容 
全体 
事業量

奥地 

･林道等から遠く離れた森林 
（概ね 300ｍ以上） 

･16～60 年生のｽｷﾞ､ﾋﾉｷ人工林
･公有林を除く森林 
･保安林を除く森林 
 

･調査、測量等 
･強度の間伐（原則 40％以上） 
･伐採木の整理 
（作業性、安全性の向上、下層植生
の進入促進等のため） 

･必要に応じて作業道の整備 
（作業効率向上等のため） 

ha

10,000

公道･河川

沿い等 

･公道･河川沿い等の森林 
（概ね 100ｍ以内） 

･16～60 年生のｽｷﾞ､ﾋﾉｷ人工林
･公有林を除く森林 
･保安林を除く森林 

･調査、測量等 
･強度の間伐（原則 40％以上） 
･伐採木の整理 
･必要に応じて伐採木の移動 
（伐採木が道路、沢へ流出する危険
がある場合等） 

･必要に応じて作業ﾎﾟｲﾝﾄの設置 
（作業の安全性、効率向上等のため） 

 

ha

5,000

 

ウ 事業主体 

    県 

 

エ 協定の締結 

    事業の実施にあたり、原則として森林所有者の方と２０年間の協定を締結する。

協定の内容は、対象森林の皆伐禁止や転用禁止等。 
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  オ 事業対象森林の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

   ［参考：愛知県の森林の概要］ 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

カ 事業の進め方 

       

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【あいち森と緑づくり事業】 

ｽｷﾞ･ﾋﾉｷ林
61 年生～
29 千 ha 

 

 
ｽｷﾞ･ﾋﾉｷ林
16～60 年生
79 千 ha 

ｽｷﾞ･ﾋﾉｷ林
1～15 年生
4千ha 

 

 

 

 

人工林 

132千

ha 

保安林 
16 千 ha 

林業活動による整備
が期待される森林 

41 千 ha 

 

間伐が
必要な
森林 
72 千 ha

 

 

林業活動では整備
が困難な森林 

15 千 ha 

マツ林 
20 千 ha 

【現状の施策】 

奥地、公道･河川沿い等の 
森林 
（公益的機能発揮）15 千 ha 

造林事業 
市町村事業 
水源基金事業等 

治山事業 

森林 
220 千 ha 
 
［森林率 43%］

(95%) 
民有林 
208 千 ha 

(5%) 
国有林 
12 千 ha 

(64%) 
人工林 
132 千 ha 

(36%) 
天然林 
76 千 ha 

同意 

説明、交渉、調整

発注 

調整 
委託等 市 町 村 

地域状況の把握 

事業地の取りまとめ等 

 

森 

林 

所 

有 

者 

一
体 
で

事業体 

協定

 

 

 

 

県 

地 域 

 

 

 

 

 

 

 

 

･調整、連携 

･各種計画との整合
･合意形成 
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キ 事業対象森林 

                                                            （面積：ha）  

地域 市町村 奥地 公道･河川沿い等 計 

瀬戸市 0 5 5
尾張 

計 0 5 5

美浜町 0 5 5
知多 

計 0 5 5

岡崎市 460 650 1,110

幡豆町 0 30 30

幸田町 0 40 40
西三河 

計 460 720 1,180

豊田市 2,500 1,650 4,150
豊田加茂 

計 2,500 1,650 4,150

設楽町 1,040 890 1,930

東栄町 1,180 290 1,470

豊根村 1,750 320 2,070
設楽 

計 3,970 1,500 5,470

新城市 2,820 960 3,780

新

城

設

楽 

新城 
計 2,820 960 3,780

豊橋市 100 40 140

豊川市 150 80 230

蒲郡市 0 30 30

田原市 0 10 10

東三河 

計 250 160 410

      計 10,000 5,000 15,000
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（２）森林整備技術者養成事業 

 

ア 趣旨 

あいち森と緑づくり事業による森林整備の実施に伴い、これらに従事する人

材を養成する必要がある。 

     人工林整備事業で整備する奥地人工林は樹木の密生した急峻地が多く、また

公道沿い人工林は交通量が多いことに加えガードレールや電線等障害物があ

るなど、通常の森林整備より作業条件が悪いことが想定される。 

このため、これらの森林整備に従事するために必要な技術・技能を短期間で

習得させる研修を実施し、技術者の確保、育成を進める。 

 

イ 事業内容 

森林整備技術者養成研修の実施 

    研修内容及び日数 

区 分 内 訳 日 数 

技能講習 
小型移動式クレーン運転技能講習 

高所作業車運転技能講習 など 
１５ 

実技研修 密生人工林及び道際人工林の間伐実技 １５ 

計  ３０ 

 

ウ 事業主体 

  県 

 

エ 全体計画 

  養成者数 ２００人 

  （年間１，５００ha の間伐を１０年間実施するために必要な労働力を算出） 

 

オ 事業の流れ 

 

 

 

  森林整備技術者養成研修 受講   [３０日間] 

               

 

 

森林整備事業体で森林整備に従事 

「あいち森と緑づくり税」による森林整備に従事
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（３）里山林整備事業 

ア 趣旨 

    里山林は、地域住民の生活環境の保全や災害の防止、生物多様性保全などの公

益的機能を有している。また、かつては農業や日常生活において薪炭材や竹、落

ち葉の採取などを継続的に利用することで維持管理されてきた。しかし、化石燃

料等の利用拡大とともに利用されることによる維持管理が不十分となり、放置さ

れ樹木が覆い茂り、枯損木などの発生が目立つようになってきた。また、都市部

に近い里山林は、住宅など他の用途への転用による減少傾向も危惧されている。 

このため、手入れが行き届かず、放置された都市近郊の里山林について、生活

環境の保全や災害の防止、生物多様性の保全などの公益的機能の発揮とともに、

県民協働による保全活動や環境学習での活用など新しいニーズに応えていくこ

とを目的とする。 

 

 イ 事業内容 

① 里山林再生整備事業 
樹木が覆い茂り枯損木の発生などが著しい里山林を健全な状態へと再生する 

森林整備、加えて、防災機能向上のための簡易防災施設の設置などの整備に取

り組み、健全な里山林へ誘導する。 

 

② 身近な里山林整備事業 
地域の特性やニーズに応じて、市町村が行う地域住民やＮＰＯ等との協働に 

よる保全活用を前提とした計画に基づく提案型の里山林の整備、あるいは手入 

れのされていない里山林の枯損木や不要木の抜き切り等健全化に向けた整備に

対して交付金を交付する。 

 

事 業 対 象 地 内  容 全体事業量

･都市近郊の天然林等で長期間にわたって手
入れのされていない森林 
･市町村森林整備計画において「森林と人と 
の共生林」に位置づけられた森林 
原則として 
･公有林を除く 
･保安林を除く 

･森林調査、測量 
･森林整備（抜き伐り、枯損木、
不要木の除去等） 
･伐採木等の集積、運搬、処分 
･簡易な柵工、土留工 
･上記に附帯する事業 

箇所

 

   ４２ 

 

 事業対象地 内 容 全体事業量

提 

案 

型

整

備 

･都市近郊の天然林等で長期間手入れ 
のされていない森林 
･市町村森林整備計画において「森林と
人の共生林」に位置づけられた森林 
･原則として保安林を除く 

･森林調査、測量 
･施設整備（管理道、作業小屋、
休憩所、森林整備機材等） 
･住民等協働での実施が困難な森
林整備 
･用地取得 
･上記に附帯する事業 

箇所

 

３０
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ウ 事業主体 

① 里山林再生整備：県 
② 身近な里山林整備：市町村 

 

エ 協定の締結 

    原則として森林所有者等と保全活用を趣旨とした２０年間の協定を締結する。 

 

オ 事業計画 
 

身近な里山林整備 

地 域 
里山林再生整備 

              (箇所) 提案型整備 

       (箇所)

健全化整備 

                (ha)

尾 張 ６ ７ ２２０ 

知 多 １０ ４ １４０ 

西 三 河 ６ ６ ２９０ 

豊田加茂 １０ ６ ３２０ 

東 三 河 １０ ７ ２３０ 

計 ４２    ３０ １，２００ 

                          （尾張地域には名古屋市を含む） 

 事業対象地 内 容 全体事業量

健 

全 

化

整

備 

･都市近郊の天然林等で長期間手入れ 
のされていない森林 
･市町村森林整備計画において「森林と
人の共生林」に位置づけられた森林 
原則として 
･公有林を除く 
･保安林を除く 

･森林調査、測量 
･森林整備（抜き伐り、間伐 
枯損・不要木の除去） 

･伐採木等の集積、運搬、処分 
･上記に附帯する事業 

ha 

１，２００
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カ 整備対象里山林の考え方 
 

保安林 10 千 ha 

50 年生以下 6千 ha 

①水土保全林 9 千 ha 

道から 100ｍ以上離れた森林 5.6 千 ha 

里山林再生整備 

（安全確保型） 140ha

身 近 な 里 山 林 整 備

提案型整備  150ha

②森林と人と

の共生林 

8 千 ha 

 

 

道から 100m

未満の森林 

2.4 千 ha 

 身 近 な 里 山 林 整 備

健全化整備 2,110ha

里

山

林

34

千

ha 

普 

通 

林 

24

千

ha 

 

 

51 年生

以上 

18千 ha

 

 

③資源の循環利用林 1千 ha 

※森林法に基づく市町村森林整備計画において、重視すべき機能に応じて森林を大きく３つのタイプに区

分している。 

①水土保全林：水源かん養、山地災害の防止を重視する森林 

②森林と人との共生林：森林生態系の保全・生活環境の保全や森林空間の適切な利用を重視する森林 

③資源の循環利用林：木材等生産機能を重視する森林 

 

 

 キ 事業の進め方 

 

    市町村が主体となって実施する里山林整備事業の場合 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 箇所
(84ha)を
整備 

1,200ha
を整備 

30 箇所を

整備 

同意・協定

支援・指導

指導 
事業認定等 

 
市 町 村 

地域状況把握・意向調整 

事業計画・事業実施 等 

地 森 

域 林 

住 所 

民 有 

・ 者 

  等 

保全活動・環境学習活動 

 

 

県 

支援・指導 

一体で 
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（４）都市緑化推進事業 

 

ア 趣旨 

 都市の緑は、人々に潤いとやすらぎを与え健康を増進させると共に、環境の改善に資

する身近で貴重な自然であり、都市の安全性を高めたり、美しいまちづくりを進める上

でも重要な役割を果たしている。 

 特に、近年では、地球温暖化やヒートアイランド現象の緩和、生物多様性の保全など

環境改善機能や地震発生時の防災機能の発揮が期待されている。 

 都市の緑は、公園や街路樹など公共施設の緑は着実に増えてきているが、市街地の大

部分を占める民有地の緑の減少により緑の全体量は減少している。 

 このため、都市に残された民有の貴重な樹林地の公有地化、緑地の整備、民有地にお

ける屋上、壁面、敷地などの緑化促進、及び緑の空間の創出や景観形成に資する美しい

並木道を再生するための助成などにより緑の保全と創出の促進を図る。 

 また、都市の緑化を促進するためには、県民参加による緑化推進の必要性を広く県民

に理解していただくことが大切であるため、県民参加による緑化活動に対する支援も行

う。 

 

イ 事業内容 

① 身近な緑づくり(６０箇所) 

     ○市街化区域等の民有樹林地の市町村有地化及び緑地整備 

市街化区域及びその周辺に残された保全すべき民有の既存樹林を市町村が買

い取る場合、その用地費及び園路などの施設整備の一部について交付する。 

     ○密集市街地等の民有地の市町村有地化及び緑地整備 

密集市街地等に環境改善機能や延焼防止などの防災機能を有する新たな緑地

を創出する場合、その用地費及びこの緑地創出のために必要な植樹、園路整備、

土壌改良などに要する費用の一部について交付する。 

 

② 緑の街並み推進（民有地緑化）(４６０件) 

民有地の敷地又は建築物上を公開性のある緑地、優良な緑地、都市環境の向上

に資する緑地など質の高い緑化（屋上緑化、壁面緑化、駐車場緑化など）を実施

する者に対し、県が市町村にその費用の一部を交付して、市町村から企業等に助

成する。 

 

③ 美しい並木道再生(２４箇所)  

駅・公園・役場等の公共施設沿道又は近隣において、その地域の顔となる美

しい並木道を再生するため、街路樹の植え替え、植樹枡の改修、土壌改良、歩

道の透水性舗装等に要する費用を市町村に交付する。 

  

④ 県民参加緑づくり(６００回) 

○県民参加による樹林地整備や植樹等の都市の緑についての体験学習 

県民参加による樹林地整備、植樹、ビオトープづくりなど都市の緑について

の体験学習や緑づくり活動を市町村が実施するのに必要な費用を交付する。 

また、市民団体などが都市の緑についての体験学習や緑づくり活動を実施し、
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市町村が助成する場合は、その費用を市町村に交付する。 

 

   ○緑の活動を実施する市民団体等育成のための講師派遣 

緑の活動を実施する市民団体を育成するため、市町村が市民団体等への活動

に講師を派遣する費用等を交付する。 

 

ウ 事業主体 

    市町村 等 

 

エ 事業計画 
 

 

 

 

 

地  域 

身近な 

緑づくり 

（箇所）

緑の街並み推進 

（民有地緑化） 

      （件）

美しい 

並木道再生 

      （箇所） 

県民参加   

緑づくり

        （回）

尾 張 ４ ４００ １３ ４１０

西三河 ４８ ４０ ５ １３０

東三河 ８ ２０ ６ ６０

計 ６０ ４６０ ２４ ６００
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 （５） 環境活動・学習推進事業 

 

  ア 趣旨 

    森と緑の持つ様々な公益的機能の発揮のため、森林、里山林、都市の緑の整備・ 

保全を進める上では、公共を中心とした森林・里山林整備事業や都市緑化事業と 

ともに、県民や地域との協働による取組（ローカルアクション）の広がりが重要 

である。 

このため、近年高まっている NPO やボランティア団体など多様な主体が行う自 

発的な森と緑の保全活動や、日常生活の中で次第に失われつつある森林とのふれ

あいなどを体験・学習する機会の提供を通じて森と緑を社会全体で支えるという

機運を醸成する環境学習を支援し、その取組の一層の進展を図る。 

 

イ 事業内容 

    生物多様性の保全、水源のかん養、二酸化炭素の吸収・固定などの多様な機能

をもつ森と緑について、保全のための自発的な活動、あるいは森と緑を社会全体

で支えるという機運を醸成することにつながる環境学習に関する取組に要する

費用を交付する。その際、多様な主体の参加により、それぞれの地域の特性や多

様なニーズに応じ、地域の自主性や創造力を活かした活動として促進することが

重要であることから、市町村や NPO 等を対象とした企画提案型の事業として実施

する。 

 

 ① 森・緑の育成活動事業 

 里山・里地や水辺等において、多様な生態系の保全や、ふれあいの場の創 

出など、健全な緑を保全・育成するため継続的に実施する事業に要する費用 

の一部を交付する。 

例：間伐や除伐とその再利用、草刈り、植樹 等 

    ② 森・緑の育成活動の取組立ち上げ事業 

前述の取組を新たに立ちあげるために必要となる事業費用の一部を交付 

する。 

例：里山整備計画作成、保全活動協定締結 等 

    ③ 水と緑の恵み体感事業 

森林の水源涵養機能や人を始めとした生物が享受している水の恩恵を学 

ぶ事業に要する費用の一部を交付する。 

例：水源の緑を訪ねる現地見学や生活体験を通して水と緑の恵みを学

ぶエコツアー 等 

④ 森林文化の体験・学習事業 

山村と都市の交流を通して地域の森林文化を体験・学習する事業に要する 

費用の一部を交付する。 

例：森林保全等で活動している河川上流域の NPO 等が培ってきた文化

等を生かした学習メニューに基づく環境学習講座 等 

⑤ 森林生態系保全の学習事業 

森林生態系の保全の大切さや手法を学ぶ事業に要する費用の一部を交付 

する。 
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例：間伐材を利活用したビオトープ作り、森林作業体験、自然観察会、

工作教室などを通じた環境学習 等 

⑥ 太陽・自然の恵み学習事業 

地球温暖化の防止やヒートアイランド現象の緩和に役立つ緑（植物）の生 

育を通じた太陽や自然の恵みを学ぶ事業に要する費用の一部を交付する。 

例：小中学校の児童・生徒を対象とした「緑の教室」（実施内容：○ア植

物の生育実習（「緑のカーテン」設置のための種まき・生育観察

等）、○イ植物（緑化）の恩恵と大切さに関する環境学習講座の開

催） 等 

⑦ 独自提案による環境保全活動・環境学習事業 

創意工夫を凝らした独自の生物多様性に関連した環境保全活動・環境学習 

事業に要する費用の一部を交付する（他の事業に該当するものを除く）。 

 

ウ 全体計画 

  ７つのメニューの合計で５００件  

 

エ 事業主体 

市町村 

NPO、ボランティア団体、農業協同組合、漁業協同組合、森林組合、自治会、 

私立学校 等 

     

 

（６） 木の香る学校づくり推進事業 

ア 趣旨 

県内の森林(人工林)の整備を進めていくためには、県民に対して愛知県産木材

を利用することの理解を深めて、積極的に愛知県産木材を利用するように促し、

県民全体で森林を支える気運を盛り上げていく必要がある。そこで、森林整備に

より発生する間伐材を始めとした愛知県産材を活用した木材製品の普及を図る。 

 

イ 事業内容 

森林整備の意義や木材活用の効果について普及啓発を進めため、県内の公立小

中学校における児童生徒用学習机･椅子に愛知県産木材を使用した製品を導入す

る際に必要となる経費の一部を交付する。 

 

ウ 全体計画 

愛知県産木材を活用した机・椅子の導入 ７０，０００セット 

（県内公立小中学校の児童生徒数（約６３万人）の９分の１相当数。小中９年

間のうち１年間は木製机・椅子を使用） 

 

エ 事業主体 

市町村 
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６ 施策の効果的な推進 

施策を推進するにあたっては、県の関係部局、市町村を始めとした関係機関との 

連携が重要であるとともに、県民の理解と協力が不可欠です。本施策を効果的に推

進するための体制を整備し、事業の計画的な実施に努めていく。 

 

ア 市町村等との連携 

  事業を計画的かつ効率的に実施するためには、地域の実情やそれぞれに異なる

地域の意向等に沿った事業展開をする必要がある。このため、これらにより精通

した市町村を始めとする地元地域の関係者と連携、調整し、協力を得ながら実施

していく。 

 

  イ 庁内連絡調整会議 

    あいち森と緑づくり事業の計画策定・事業実施に関することやあいち森と緑づ

くり基金の運用に関することなどについて、庁内関係課室により構成される「あ

いち森と緑づくり事業推進庁内連絡調整会議」を開催し、連絡調整を行い、施策

の計画的な推進を図っていく。 

 

  
あいち森と緑づくり事業推進庁内連絡調整会議開催要領 

（目的） 
第１条 森と緑が有する公益的機能の増進のために実施する森林、里山林及び都市の緑の適正な整備及び保全
に関する施策（以下「あいち森と緑づくり事業」という。）を総合的かつ計画的に推進するためにあいち森
と緑づくり事業推進庁内連絡調整会議（以下「会議」という。）を開催する。 
（所掌事務） 
第２条 会議は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について連絡調整をする。 
（１） あいち森と緑づくり事業の計画策定に関すること 
（２） あいち森と緑づくり基金の運用に関すること 
（３） あいち森と緑づくり委員会の開催に関すること 
（４） あいち森と緑づくり事業の実施に関すること 
（５） その他あいち森と緑づくり事業の推進に必要なこと 
（組織） 
第３条 会議は、別表に掲げる庁内関係各課室により構成する。 
（事務局） 
第４条 会議の事務局は農林水産部農林基盤担当局森林保全課森と緑づくり推進室に置き、次の各号に掲げる
ことを処理する。 
（１） 会議の招集、主宰 
（２） 会議に関する庶務 
（その他） 
第５条 この要領に定めるほか、会議の運営に必要な事項は、構成員が協議の上、定めるものとする。 
 
（別表） 

構 成 課 室 名 

総務部 税務課 

環境部 環境政策課  大気環境課地球温暖化対策室 

水地盤環境課  自然環境課 

農林水産部 農林政策課  林務課  森林保全課 

森林保全課森と緑づくり推進室 

建設部 建設企画課  公園緑地課  道路維持課 

教育委員会 総務課 

  ＊構成員は、各課室の課室長をもって充てる。 
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  ウ あいち森と緑づくり委員会 

    あいち森と緑づくり事業の計画、進捗及び実績の評価等の対する意見を聴取し 

   事業の効果的な推進を図るため「あいち森と緑づくり委員会」を開催します。 

    委員は９名以内として、有識者、森や緑づくり活動団体の代表者の他、公募に

よる県民の方を選任し、年３回程度開催する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あいち森と緑づくり委員会開催要綱 

（目的） 
第１条 森と緑が有する公益的機能の維持増進のために実施する森林、里山林及び都市の緑の適正な整備及び
保全に関する施策（以下「あいち森と緑づくり事業」）の透明性の確保を図り、あいち森と緑づくり基金条
例（平成２０年愛知県条例第５号）に規定するあいち森と緑づくり基金（以下「基金」という。）の適正な
運用を図るとともに、あいち森と緑づくり事業を効果的に推進するため、あいち森と緑づくり委員会（以下
「委員会」という。）を開催する。 

（所掌事務） 
第２条 委員会の委員はあいち森と緑づくり事業を効果的に推進するため、次の事項について意見を述べ

る。 
（１） あいち森と緑づくり事業の計画に関すること 
（２） あいち森と緑づくり事業の進捗、実績の評価に関すること 
（３） あいち森と緑づくり事業の推進に関すること 

（組織） 
第３条 委員会は、委員９人以内で組織する。 
２ 委員は、有識者その他適当と認められる者（公募により選任された３名以内を含む） 
から、知事が委嘱する。 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
４ 委員の再任は、妨げない。 

（委員長及び副委員長） 
第４条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 
２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 
３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 
４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

（会議） 
第５条 委員会は、委員長が招集する。 
２ 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席又は意見を求めることができる。 
３ 会議の開催は、平成２６年３月３１日までとする。 

（会議の公開等） 
第６条 委員会は原則として公開とするものとする。ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りではない。 
（１） 愛知県情報公開条例（平成１２年愛知県条例第１９号）第７条に規定する不開示情報に該当する情報

を含む案件を検討する場合 
（２） その他委員会が非公開とする旨を議決した場合。 
２ 会議の傍聴方法については別途定める。 

（事務局） 
第７条 委員会の事務局は、愛知県農林水産部農林基盤担当局森林保全課内に置く。 

（その他） 
第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。 
２ 会議録及び会議資料は、５年間保存する。 

附則 
（施行期日） 
１ この要綱は、平成２０年４月１８日から施行する。 
（第１回目の委員会） 
２ 第 5条第１項の規定にかかわらず、第１回目の委員会は愛知県農林水産部農林基盤担当局長が招集する。
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７ 事業実績と評価 

 

施策の的確な推進を図るため、本計画に基づく年度別の実施計画を策定し、事業 

を実施していく。年度別実施計画の策定のあたっては市町村を始め関係機関と調整

のうえ、あいち森と緑づくり事業推進庁内連絡調整会議において検討し、あいち森

と緑づくり委員会の意見を聞きながら進めていく。 

 また、「あいち森と緑づくり税」の使途を明確化するとともに、事業実績及び全

体計画に対する事業の進捗状況並びに事業実績の評価についても、庁内連絡調整会

議において検討し、あいち森と緑づくり委員会の意見を聞いたうえで適正に管理す

る。 

評価の項目としては、事業計画に対する実績数量としてのアウトプットと、事業

実施による成果であるアウトカムを考える必要がある。 

アウトプットについては、整備された森林の面積、緑地面積、NPO 等の活動実績

など計画数量に対する実績により、その進捗を管理する。 

アウトカムについては、県民意識の変化や理解度、公益的機能の向上の度合い、

森と緑の質的向上や県民への寄与度などが考えられるが、これらの項目については、

評価ができるまでに相当の年月を要するものもある。このため、実効性や有効性を

考慮し、事業毎に評価方法を定めるものとする。 

これらの状況については、インターネットなどを利用して公開していく。 
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あいち森と緑づくり税条例 

 

平成二十年愛知県条例第２号 

（目的） 

第一条 この条例は、森林及び里山林の荒廃並びに都市の緑の喪失が進む中、森と緑が有する環

境保全、災害防止等の公益的機能がもたらす恩恵をすべての県民が享受していることにかんが

み、その公益的機能の維持増進のために実施する森林、里山林及び都市の緑の適正な整備及び

保全に関する施策に必要な財源を確保するため、あいち森と緑づくり税として、愛知県県税条

例（昭和二十五年愛知県条例第二十四号。以下「県税条例」という。）に定める県民税の均等

割の税率の特例を定めることを目的とする。 

（個人の県民税の均等割の税率の特例） 

第二条 平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度分の個人の県民税の均等割の税率は、

県税条例第四十二条の六の規定にかかわらず、同条に定める額に五百円を加算した額とする。

（法人等の県民税の均等割の税率の特例） 

第三条 平成二十一年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度

若しくは各連結事業年度又は地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）第五十二条第二項

第三号若しくは第四号の期間に係る法人等の県民税の均等割の税率は、県税条例第四十二条の

十四第一項の規定にかかわらず、同項の表の上欄に掲げる法人等の区分に応じ、それぞれ当該

下欄に定める額に、当該額に百分の五を乗じて得た額を加算した額とする。 

２ 前項の規定の適用がある場合における県税条例第四十二条の十四第二項の規定の適用につ

いては、同項中「前項」とあるのは、「あいち森と緑づくり税条例（平成二十年愛知県条例第

２号）第三条第一項」とする。 

（基金への積立て） 

第四条 知事は、第二条及び前条第一項の規定による加算額に係る収納額に相当する額を、あい

ち森と緑づくり基金（あいち森と緑づくり基金条例（平成二十年愛知県条例第５号）に基づく

あいち森と緑づくり基金をいう。）に積み立てるものとする。 

  

 附 則 

 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。 
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あいち森と緑づくり基金条例 

 

平成二十年愛知県条例第５号

（設置） 

第一条 森と緑が有する環境保全、災害防止等の公益的機能の維持増進のために実施する森

林、里山林及び都市の緑の適正な整備及び保全に関する施策に必要な財源を確保するため、

あいち森と緑づくり基金（以下「基金」という。）を設置する。 

（積立て） 

第二条 基金として積み立てる金額は、次に掲げる額の合計額として一般会計歳入歳出予算で

定める額とする。 

一 あいち森と緑づくり税条例（平成二十年愛知県条例第２号）第四条の規定により基金に

積み立てるものとされている額 

二 前条に定める基金の設置の目的のために寄附された寄附金の額 

（基金への繰入れ） 

第三条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、すべて基金に繰り

入れなければならない。 

（運用） 

第四条 基金は、銀行その他の金融機関への預金その他確実な方法により運用しなければなら

ない。 

（繰替運用等） 

第五条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定

めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計歳入歳出予算の定め

るところにより歳入に繰り入れて運用することができる。 

（処分） 

第六条 基金は、第一条に規定する施策のための財源に充てるときに限り、処分することがで

きる。 

  

附 則 

 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第二条第一号の規定は、平成二十

一年四月一日から施行する。 
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